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第６章 小児医療対策

【現状と課題】 

  現  状  

１ 小児医療の現状 

（１）患者数等 

○ 平成 21 年度患者一日実態調査による

と、平成 21 年 6 月 1 か月間に当医療圏の

医療機関に入院している 15 歳未満患者

は 318 人で、その内 270 人が小児科で入

院しています。（表 6-1） 

○ 小児科在院患者の動向は、医療圏完結

率は 83.2%で、県平均 72.6%を上回ってい 

ますが、名古屋医療圏及び隣接医療圏へ 

の入院患者の流出が見られます。 

（表 6-2） 

（２） 医療提供状況 

○ 当医療圏には小児科を標榜している病

院が平成 24 年 10 月 1 日現在では 9 か所

あります。 

○ 本圈域において、内科、小児科を標榜

する診療所は一宮市に 148 か所、稲沢市

に 38 か所あり、一般小児医療を担ってい

ます。（表 6-3） 

（３）保健、医療、福祉の連携 

○ 虐待を受けている子どもが、長期的に

は増加傾向にあり、早期に発見して、適

切に対応していくことが重要です。 

 一宮市及び稲沢市には要保護児童対

策地域協議会（子どもを守る地域ネット

ワーク）が設置されており、保健、医療、

福祉、教育などの関係機関が連携して虐

待を受けている子どもを始めとする要

保護児童への対応を行っています。 

２ 小児救急の現状 

（１）第１次救急医療体制 

○  休日昼間における第 1 次救急医療体

制については、一宮市は休日・夜間急病

診療所で、稲沢市は、休日急病診療所で

対応しています。 

休日夜間においては、稲沢市は休日急

病診療所で 21 時まで対応しています。 

平成 22 年 11 月から一宮市では休日・

夜間急病診療所において平日夜間に内

科・小児科診療を行っています。 

  課  題  

○ 小児科医師の不足や患者の多種多様な

ニーズに対応するため、医療圏を越えた

連携も図っていく必要があります。 

○ 地域の診療所はかかりつけ医として病

院との連携を一層図る必要があります。 

○ 児童虐待に対する医療機関（歯科診療所

を含む）の役割は極めて重要で地域関係機

関とのネットワークの強化、連携を一層推

進していく必要があります。 
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（２）第２次救急医療体制 

○ 当医療圏は、尾張西北部広域２次救急

医療圏に属し、輪番制により対応してい

ます。 

○ 尾張西北部広域２次救急医療病院長等協

議会調べでは、当医療圏の平成 24 年度の病

院群輪番制病院の小児科時間外受診者は

11,229 人で、時間外受診者全体の 24.7%

を占めていますが、その内入院患者は 603

人の 5.4%となっています。（表 3-2) 

（３）第３次救急医療体制 

○ 当医療圏には、救命救急センターが 2

次救急の後方病院として一宮市内に 2 か

所あります。 

３ 小児救急電話相談事業の実施 

 ○ かかりつけの小児科医が診察していな

い夜間に、患者の症状に応じた適切な医

療相談が受けられるよう、保護者向けの

小児救急電話相談事業を実施していま

す。 

○ 時間外受診者の病院への集中緩和につ

いて、第 1 次救急医療体制の確保も含め

検討する必要があります。 

○ 小児科医師による小児救急医療体制の

充実を図る必要があります。 

○ 救急搬送に携わる消防機関との一層の

連携が必要です。 

【今後の方策】 

○ 身近な地域での診断から治療、また、個々のニーズに応じたサービスが提供できるよ 

う医療機関や地域関係機関の連携を推進します。 

○ 児童虐待などの対応について保健・医療・福祉関係機関相互の一層の連携強化を図り 

ます。 

○ 第２次救急医療における小児科医師による、小児救急医療輪番制の実現にむけて関係 

病院に働きかけを行います。 

○ 小児医療（救急を含む）体制の充実をはかるため、地域の「かかりつけ医」を推奨し 

ていきます。 

表6-1 医療圏内医療機関の小児入院患者の状況 

患 者 の 住 所 （医 療 圏） 

尾張西部 名古屋 海部 尾張中部 尾張北部 尾張東部 その他 計 

病 院 257(212) 6(6) 3(3) 5(5) 6(5) 0(0) 11( 9) 288(240)

診療所 16( 16) 2(2) 1(1) 4(4) 4(4) 0(0) 3( 3) 30( 30)

計 273(228) 8(8) 4(4) 9(9) 10(9) 0(0) 14(14) 318(270)

表6-2 医療圏内住所地患者の小児入院状況    ＜医療圏完結率＞ 72.6 %（83.2 %） 

医 療 機 関 の 所 在 地（医 療 圏） 

尾張西部 名古屋 海部 尾張中部 尾張北部 尾張東部 その他 計 

病 院 257(212) 36(20) 10(7) 0(0) 15(6) 8(3) 9(9) 335(257)

診療所 16( 16) 0( 0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 17( 17)

計 273(228) 36(20) 10(7) 0(0) 16(7) 8(3) 9(9) 352(274)

資料：平成21年度患者実態調査（愛知県健康福祉部） 

注1：数値は平成21年6月1日から平成21年6月30日までの入院患者数 

注2：（ ）内は入院患者のうち小児科の入院患者数 
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地区 施設名 診療科 地区 施設名 診療科

一

宮

市

中

心

地

区

一宮市休日・夜間急病診療所 小 内

一

宮

市

中

心

地

区

にじケアクリニック  内

いしぐろ内科 小 内 はんじこどもクリニック 小

一宮整形外科  内 藤本耳鼻咽喉科医院 小

いつきクリニック一宮 小 内 真清田クリニック  内

岩田循環器クリニック 小 内 松原医院 小 内

鵜飼医院 小 内 丸井医院 小 内

おおみやこどもクリニック 小 内 宮地内科医院 小 内

大久保外科  内 森内科 小 内

加固内科クリニック  内 森瀬内科 小 内

かすがい内科 小 内 やまだクリニック  内

加藤クリニック  内 大和南診療所 小 内

鎌田内科 小 内 吉田内科医院  内

金森医院 小 内 米本医院 小 内

観音寺医院  内 渡辺外科 小

きはしクリニック  内

一

宮

北

地

区 

あさいクリニック  内

きむら胃腸科・外科・内科  内 あざい内科 小 内

木村クリニック 小 内 浅井耳鼻咽喉科医院 小

木村医院 小 内 浅井森医院 小 内

孝友クリニック  内 石黒クリニック 小 内

こだま内科クリニック 小 内 いしだ内科クリニック 小 内

桜井クリニック  内 いとう整形外科  内

佐野眼科医院  内 稲垣医院 小 内

塩津内科 小 内 おじお内科 小 内

しみず内科クリニック 小 内 神田後藤クリニック  内

しみずファミリークリニック 小 内 こざわクリニック 小 内

大雄会クリニック 小 内 小高医院 小 内

瀧内科・小児科クリニック 小 内 五藤医院 小 内

内科・小児科・耳鼻咽喉科田中医院 小 内 さかたこどもクリニック 小

田中クリニック  内 杉田内科  内

丹陽クリニック 小 内 墨医院 小 内

つだハートクリニック 小 内 瀬川医院 小 内

つつい内科クリニック  内 祖父江医院 小 内

整形外科仲西医院  内 高御堂内科 小 内

中山医院  内 とみつかクリニック  内

内科ののがき  内 とむら内科 小 内

野村医院  内 ともだクリニック 小 内

則武医院  内 藤本整形外科  内

原内科 小 内 松岡医院 小 内

伴医院 小 内 松原クリニック  内

伴野内科  内 みづほクリニック 小 内

ひのクリニック  内 宮田クリニック  内

日野医院 小 内 宮本医院  内

平谷小児科 小  湯川クリニック 小 内

平野内科 小 内 皮フ科内科よこたクリニック  内

平松小児科内科 小 内 わかばクリニック  内

福島医院 小 内 磯村医院 小 内

注：

◎一宮北地区 

旧木曽川町 

北方町 

光明寺 

高田 

浅井町 

島村 

佐千原 

大毛 

富塚

今伊勢町 

◎一宮東南地区 

浅野 

大赤見 

瀬部 

時之島 

南小渕 

丹羽 

西大海道 

千秋町 

丹陽町 

森本 

三ツ井 

多加木 

◎一宮西地区 

旧尾西市 

奥町 

萩原町 

◎一宮市中心 

地区 

上記以外の地区 

資料：保健所調査

（医療法に基づき

開設の届出のある

診療所で内科、小

児科のいずれかを

標榜している診療

所）

表 6-3 内科小児科を標榜している診療所(企業内､施設内診療所等一部除く) 平成 24年 10 月 1 日現在 
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地区 施設名 診療科 地区 施設名 診療科

一

宮

東

南

地

区

いそむらファミリークリニック 小 内

一

宮

西

地

区

野口内科 小 内

うしだ耳鼻咽喉科 小 野田泌尿器科クリニック  内

大山医院 小 内 橋本内科クリニック  内

小野木外科 小 内 はらだ内科クリニック 小 内

きし耳鼻いんこう科 小 ひだの小児クリニック 小

岸内科 小 内 兵藤こどもクリニック 小

くまざわ医院  内 森医院 小 内

坂田内科 小 内 森中央クリニック 小 内

ささい小児科 小 内 横井クリニック 小 内

クリニックちあき 小 内 稲

沢

地

区 

稲

沢

市

内 

荒尾内科・耳鼻咽喉科 小 内

節内科クリニック 小 内 泉耳鼻咽喉科 小

つかはらレディースクリニック 小  稲沢クリニック 小 内

どうけ内科クリニック  内 稲垣医院 小 内

西脇医院 小 内 稲沢市医師会休日急病診療所 小 内

のだこどもクリニック 小 内 岩田内科 小 内

野村内科 小 内 大里クリニック  内

肥田野内科 小 内 おかざき内科 小 内

松前内科医院 小 内 おくむら小児科 小

みついクリニック  内 神谷医院 小 内

水野医院 小 内 かじうらファミリークリニック 小 内

むらせクリニック 小 内 かわむらクリニック 小 内

Ｙｕｋｉ皮フ科クリニック  内 木村内科 小 内

一

宮

西

地

区 

浅野医院 小 内 きたやまクリニック 小 内

あさのこどもクリニック 小 内 こうのみやクリニック 小 内

あさの内科クリニック 小 内 シゲキ＆カズコ整形外科内科 小 内

朝宮加藤医院  内 伸医院 小 内

安藤医院  内 杉原内科外科医院  内

いくた内科クリニック 小 内 鈴木クリニック 小

いとう内科循環器科 小 内 田中医院 小 内

井上内科クリニック 小 内 谷医院 小 内

今川内科  内 東浦内科医院 小 内

入山医院 小 内 野村整形外科 小

宇野医院  内 ハーモニーランドクリニック 小 内

太田内科クリニック 小 内 花井医院  内

開明クリニック  内 宮下医院  内

筧医院 小 内 宮川醫院  内

かわむら内科循環器科 小 内 三輪産婦人科小児科 小

くまはら医院 小 内 やまかみ内科循環器科 小 内

こしの内科 小 内 山田内科呼吸器科 小 内

後藤小児科医院 小 内 吉田内科循環器科  内

酒井内科 小 内 祖
父
江
地
区

子どものお医者さん おがわクリニック 小 内

鈴木クリニック  内 田中内科医院 小 内

晴和医院 小 内 森上内科クリニック  内

たいようクリニック 小 内 わたなべ医院 小 内

田中内科クリニック  内 おおこうち内科クリニック  内

中島医院  内 平

和 

尾張西クリニック  内

中西クリニック 小 内 平和医院 小 内

注：

◎一宮北地区 

旧木曽川町 

北方町 

光明寺 

高田 

浅井町 

島村 

佐千原 

大毛 

富塚

今伊勢町 

◎一宮東南地区 

浅野 

大赤見 

瀬部 

時之島 

南小渕 

丹羽 

西大海道 

千秋町 

丹陽町 

森本 

三ツ井 

多加木 

◎一宮西地区 

旧尾西市 

奥町 

萩原町 

◎一宮市中心 

地区 

上記以外の地区 

資料：保健所調査

（医療法に基づき

開設の届出のある

診療所で内科、小

児科のいずれかを

標榜している診療

所）
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【小児救急医療連携体系図】 

＜小児救急医療連携体系図の説明＞ 

① 小児救急電話相談事業とは、小児の保護者の安心感の向上を図るため、かかりつけの小児科医等

が診療していない夜間（19 時～23 時）に、看護師や小児科医による保護者向けの救急電話相談を

行うものです。

② 休日・夜間の時間外救急は、休日夜間診療所が担当します。

③ 病院群輪番制に参加する病院は、原則として 2次医療圏域の休日・夜間の救急患者を受け入れま

すが、時間外外来に多くの小児の軽症患者が集中しています。

④ 地域の小児基幹病院には、救命救急センター、小児救急医療支援事業(※)に参加する病院及び小

児医療を 24 時間体制で提供する病院（診療報酬により小児入院医療管理料 1又は 2の評価を受け

ている病院）が該当します。

地域の小児基幹病院は、原則として 2次医療圏域の小児の重篤な救急患者を受け入れます。

※ 小児救急医療支援事業は、県内 2か所の医療圏で実施しており、当圏域は該当しません。

⑤ 県の小児救急中核病院には、小児救命救急センターが該当します。また、県の要請により PICU

を設置している病院は、小児救命救急センターの役割の一部を補完します。

県の小児救急中核病院は、全県レベルで小児の重篤な救急患者を受け入れます。

県あいち小児医療センターは、平成 27 年度の PICU16 床を有する救急棟の整備後に、県内唯一の

小児救命救急センターとして運用が開始されます。

⑥ 救急搬送の要請を受けた消防機関は、地域の小児基幹病院に連絡し、迅速に搬送します。

⑦ 愛知県救急医療情報センターでは、インターネットや電話を通じ、消防機関や県民に対して受診

可能な医療機関を案内します。

※ 具体的な医療機関名は、県計画の別表に記載してあります。

県 民

① 小児救急電話相談事業

情報提供

病院群輪番制参加病院休日夜間診療所 ③

⑥⑦ 情報提供

小児重篤患者の救命救急医療（全県単位）

救急医療情報センター 消防機関

【凡例】

小児専用の救急体制

大人を含む一般
の救急体制

PICU設置病院
PICU設置病院

PICU設置病院

⑤＜県の小児救急中核病院＞

小児救命救急センター

④＜地域の小児基幹病院＞

救命救急センター 小児医療を 24 時間体制で
提供する病院

小児の救命救急医療（２次医療圏単位）

②かかりつけ医

時間外救急（休日・夜間）

小児救急に関する電話相談（夜間） 救急医療機関の情報提供 救急搬送の要請

第1次救急

医療体制

第2次救急

医療体制

第3次救急

医療体制


